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1全体事業の概要について



樹 ||・ 相樹 l晰滅環境保全行日動饉撃

(1)経	 緯

ア	 桂川・ 相模川の水質保全対策を総合的に進めるため、「山梨県・ 神奈川県水質保全

連絡会議」を設置し、水質保全に向けた検討、調整を開始	<平成 4年11月 >
イ	 桂川・相模川の水質保全を図るため、山梨、神奈川両県間で共同 してできる事業に

ついて検討を開始	<平成 7年 1月 >
ウ 「山梨県・神奈川県水質保全連絡会議」で、「桂川・ 相模川流域環境保全行動推進

事業」を実施することについて合意	<平成 7年 8月 >
工	 両県で平成 7年度 9月 議会に「桂川・相模川流域環境保全行動推進事業」の補正予

算 (案)を上程、可決、事業実施	<平成 7年10月 >

(2)目 	 的

桂川・相模川流域の流域環境を将来の世代までかけがえのない環境資産 として引き継

いでいくため、相模川上流部の山梨県と下流部の神奈川県が、それぞれが流域に与えて

いる環境負荷やその改善のために果たすべき役割を認識する中で、適切な協議に基づく

相互合意のもとに、住民、企業、自治体等の参加により、一体 となって環境保全行動を

長期的に進める。

また、本事業は、一つの河川流域で、複数の自治体が行政区域を超えて環境問題に取

り組むもので、他の河川流域におけるモデル事業として実施する。

(3)事業の概要

平成 7年度から9年度までの3カ 年の計画で実施するもので、課題提起 と合意形成を

行 うために、「シンポジウム」、「サ ミット」を開催 し、住民参加と流域環境保全行動

の定着を図るために「クリーンキャンペーン」や「パートナーシップ」を実施する。

また、事業最終年度には、流域環境保全のための行動指針として「アジェンダ21桂 川

・ 相模川 (仮 称)」 を策定するとともに、住民、企業、自治体で構成する「流域協議

会 (仮称)」 を設置し、平成10年度以降の流域環境保全行動を継続的に展開 していくた

めの仕組みづ くりを行う。

(4)事業の内容

ア	 流域シンポジウムの開催 :実施年度 (平成 7～ 9年度)

「交流と連携を通 じた流域環境保全」を共通テーマとして、各年度次の内容で リレ

ー形式で開催する。

(ア )平成 7年度	 テーマ :交流と連携の序章

(イ )平成 8年度	 テーマ :上下流からの発信

(ウ )平成 9年度	 テーマ :流域環境プログラムの発信 (予定)
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イ	 流域サ ミットの開催 :実施年度 (平成 8、 9年度)

流域環境保全への取り組み等についての合意形成を図るため、流域25市 町村の首長

等の出席による流域サミットを開催する。

ウ	 クリーンキャンペーン等 :実施年度 (平成 7～ 9年度)

流域環境保全行動の定着化を図るため、住民、企業等の参加によるクリーンキャン

ペーン及び簡易水質検査などを実施する。

エ	 パートナーシップ事業 (平成 8、 9年度)

上下流地域の交流と連携を図るため、両県の住民、企業の参加 による交流事業を実

施する。

オ	 市民ネットワークづくり (平成 8年度)

流域で活動する市民団体の育成とネットワーク化を図り、併せて「アジェンダ21桂

川・相模川 (仮称)」 への提案を行ってもらうため、会議を開催する。

力	 各種調査等

(ア )流域環境基礎調査 (平成 8、 9年度)

「アジェンダ21桂 川・ 相模川 (仮称)」 策定のための基礎資料とするため、流域

環境の現況調査、対策手法等について調査する。

(イ )桂川・相模川流域住民意識調査 (平成 8年度)

「アジェンダ21桂川・相模川 (仮称)」 策定のための基礎資料とするため、流域

住民等の意識を調査する。

(ウ )桂川・相模川夢づくり大賞の募集 (平成 7年度)審査、表彰 (平成 8年度)

「アジェンダ21桂 川・ 相模川 (仮称)」 策定のための基礎資料とするため、流域

環境保全に役立てるためのアイデアを募集 し、審査、表彰を行 う。

キ	 組織の設置

(ア )流域環境行政連絡会議の設置 (平成 8年度)

流域環境保全対策等について協議するため、国、流域市町村、県関係機関等で構

成する「流域環境行政連絡会議」を設置する。

(イ )流域協議会 (仮称)の設置 (平成 9年度)

「アジェンダ21桂 川 0相模川 (仮称)」 を推進 していくため、住民、企業、国、

流域市町村、県関係機関等で構成する「流域協議会 (仮称)」 を設置する。

ク	 行動指針の策定 (平成 9年度)

流域環境保全のための行動指針となる「アジェンダ21桂 川 0相模川 (仮称)」 を策

定する。
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「桂川・相模川							 動推進事業」開始に係る新聞掲載記事

神奈川新聞 (平成7年 9月 6日 )

らヽ 共 同 山
梨
県
、
神
奈
川
県
に
ま
た
が
る
桂
川

・
相
模
川
の
環
境
保
全

へ
向
け
両
県
が
手
を
結
ぶ
こ
と
に
な
り
、
今
秋
か

ら
共
同
事
業
と
し
て

「桂
川

。
相
模
川
流
域
環
境
保
全
行
動
推
進
事
業
」
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
。
県
域
を
越
え
た
河

川
保
護
の
取
り
組
み
は
全
国
で
も
初
め
て
。
環
境
庁
も
環
境
基
本
計
画
の
具
体
的
実
践
と
評
価
、
同
計
画
の
目
標
違

成
事
業
に
指
定
し
た
。
飲
料
水
に
も
使
わ
れ
る

「母
な
る
川
」
を
守
ろ
う
と
、
両
県
の
住
民
が
流
域
の
環
境
調
査
や

清
掃
活
動
な
ど
に
取
り
組
み
、
環
境
保
全
行
動
の
指
針
と
な
る

「
ア
ジ

ェ
ン
ダ
２‐
桂
川

・
相
模
川
」
を
策
定
。
地
域

か
ら
の
地
球
環
境
保
護
の
具
体
例
を
示
す
。

桂
川

・
相
模
川
流
域
の
環
　
環
境
保
全
行
動
推
進
事
業
」
　

に
と
ら
え
、
上
流
か
ら
環
境

境
保
全
を
め
ぐ
り
県
域
を
越
　
を
両
県

の
共
同
事
業

と

し
　
保
全
を
図
る
点
が
大
き
な
特

え
た
協
力
関
係
の
必
要
性
が
　
て
、
と
り
あ
え
ず
三
年
計
画
　
徴
。

浮
上
し
た
の
は
、

一
九
八
〇
　
で
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
に
　
　
事
業
の
柱
は
環
境
調
査
と

年
に
入

っ
て
か
ら
。
こ
の
こ
　
な
っ
た
。
予
算
額
は
県
が
二
　
清
掃
活
動
。
今
年
十
月
か
ら

ろ
か
ら
相
模
湖
で
ア
オ
コ
が
　
千
万
円
、
山
梨
県
が
千
三
百
　
十

一
月
に
か
け
て
、
流
域
住

大
量
発

生

す
る

よ
う
に

な
　
万
円
で
、
そ
の
三
分
の

一
を
　
民
が
河
川
の
水
質
調
査
、
水

り
、
同
年
、

当
時
の
長
洲

一
二
知
事
が

山
梨
県
を
訪

れ
、
桂
川

・

相
慢
川

の
環

境
保
全

へ
向

け
協
力
関
係

の
情
築
を
呼

び
掛
け
た
。

こ
れ
を
き

っ
か
け
に
、

九
二
年
、
「山

梨
県

・
神
奈

効
清

川
県
水
質
保
全
連
絡
会
議
」

が
発
足
し
、
両
県
の
水
質
保

全
の
担
当
者
が
桂
川

・
相
模

川
の
保
全
や
協
力
関
係
の
在

り
方
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね

て
き
た
。

そ
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の

利
害
を
超
え
、
県
域
を
越
え

た
河
川
保
護
に
重

芋
し
よ
う

と
、
　
理
は
川

ｏ
相
模
川
流
域

環
境
庁
が
補
助
す
る
。
　

　

　

生
生
物
調
査
を
実
施
“
子
供

事
業
は
、
県
域
を
越
え
た
　
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
広
範
な

連
携
、
住
民
参
加
、
資
源
の
　
参
加
を
呼
び
掛
け
、
調
査
を

循
環
を
柱
に
し
た
自
然
共
生
　
通
じ
て
桂
川

・
相
模
川

へ
の

型
社
会
の
実
践
を
基
本
に
据
　
理
解
、
親
し
み
を
深
め
る
。

え
、
都
市
と
山
地
の
住
民
が
、　
　
流
域
全
体
を

一
斉
に
清
掃

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
と

っ
て
　
す
る

「
合
同
ク
リ
ー
ン
キ
ャ

大
き
な
存
在
で
あ
る
桂
川

。
　

ン
ペ
ー
ン
」
も
同
じ
時
期
に

鶴

燿

帥

贖

教

翻

躍

纂

調査、 掃や行動指針策定

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の

流
域
文
化
を
視
野
に
入
れ
た

流
域
環
境
基
礎
調
査
や
河
川

保
護
の
在
り
方
を
住
民
が
問

題
提
起
し
合
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
に
も
取
り
組
む
。

九
六
年
春
に
は
、
桂
川

・

相
模
川
の
保
全
の
在
り
方
に

つ
い
て
の
提
言
や
木
来
の
桂

川

ｏ
相
模
川
像
を
探
る

「桂

川
。相
模
川
夢
づ
く
り
大
基

を
募
集
。
住
民
レ
ベ
ル
で
の

河
川
保
護
の
機
運
を
盛
り
上

げ
る
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
の
成

果
を
基
に
、
九
七
年
度
中
に

流
域
の
環
境
保
全
の
具
体
的

な
行
動
指
針

「
ア
ジ

ェ
ン
ダ

２．
種
川

。
相

模
川
」
を
策

定
。
広
鍼
河

川
を
保
全
し

て
い
く
た
め

漿

髪

か
、
行
政
、

農

、
藁

者
ら
の
役
割

を
明
確
に
す

る
。
・併
せ
て

保
全
活
動
の

母
体
と
な
る

「類

肇

会
」
を
官
民

一
体
で
発
足
さ

せ
、
河
川
の
保
護
を
実
践
し

て
い
く
。

岡
崎
洋
知
事
は

「山
梨
、

神
奈
川
の
二
県
と
国
の
三
者

が
共
同
歩
調
を
と
り
、
桂
川

・
相
模
川
の
保
全
を
長
期
的

な
視
点

で
進
め

て
い

き
た

い
一
ｔ
話
し
て
い
る
。
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2各年度における事業について
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(1)平成 7年度事業の実施状況

ア	 桂川・相模川クリーンキャンペーン'95

桂川・相模川流域のごみや水質の状況を住民に知ってもらうため、クリーンキャンペー

ン、河川水質調査、河川水生生物調査を流域住民の参加により実施 した。

(ア )キ ャプテン養成講座の開催

クリーンキャンペーン及び河川水質調査等の指導者となるキャプテンを養成するた

めの講座を開催 した。

山 梨 県 :10月 25日 、11月 5日 (2回実施)

参加者	 延べ 150人

神奈川県 :10月 14日 、10月 15日 、10月 22日 (3回実施)

参加者	 延べ 54人

(イ )ク リーンキャンペーン及び河川水質調査等の実施

a	 実施期間

平成 7年 10月 ～12月

b	 実施会場

194会場 (内 訳 :山梨県=31	神奈川県=163)

C	 参加人員

5,557人 (内 訳 :山梨県=1,173人	 神奈川県=4,384人)

定 点 会 場 定 点 会 場 以 外 計

会 場 数 参加人員 会 場 数 参加人員 会 場 数 参加人員

山 梨 県 949 1,173

神奈川県 2,385 1,999 4,384

計 3,334 2,223 5,557
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d	 ごみの分類調査結果

クリーンエイ ド方式 (ご みを種類や材質別に分類 しなが らごみ拾 いを行 う方式)

による調査を行 った。

注 1	0数字は、ワースト順位を示す。

注 2(	)内 は、比率 (%)を示す。

<ごみの材質別結果>

<ごみの種類別結果>

種 類 両 県 山	 梨	 県 神 奈 川 県

タバ コの フ ィル タ ー 19,328(25.9%)① 12,781(27.4%)① 6,547(235%)①

飲 料 缶 10,469(14.0%)② 6,440(13.8%)② 4,029(145%)②

食 品 ・ 菓 子 の 袋 4,790(6.4%)③ 2,819(6.0%)④ 1,971(71%)③

スーパ ー・ コンビニの袋 4,151(5.6%)④ 2,270(49%)⑤ 1,881(67%)④

プラスチ ックの破片 3,539(47%)⑤ 1,739(3.7%)⑥ 1,800(65%)⑥

紙 片 3,452(4.6%)⑥ 1,577(34%)③ 1,875(6.7%)⑤

釣 糸 3,230(43%)⑦ 2,986(6.4%)③ 244(0.9%)⑩

発泡スチロールの破片 2,257(3.0%)③ 1,631(3.5%)⑦ 626(2.2%)⑦

ビ	 ン (飲 料 用 ) 1,888(2.5%)⑨ 1,552(3.3%)⑨ 336(12%)③

食品トレー(発泡スチローノめ 1,833(25%)⑩ 1,506(32%)⑩ 327(12%)③

参 考 (総 数 ) 74,571 46.689 27,882

材 質 両 県 山	 梨	 県 神 奈 川 県

プラスチック・ ビニール 41,677(55.9%) 26,792(57.4%) 14,895(53.4%)

金 属 14,626(19.6%) 8,872(19.0%) 5,754(20.6%)

紙 6,465(8.79イ ) 3,310(7.1%) 3,155(11.3%)

発 泡 ス チ ロ ー ル 4,090(5.59イ ) 3,137(6.7%) 953(3.496)

ガ ラ ス ・ 陶 器 3,730(5.09`) 2,597(5.6%) 1,133(4.1%)

注 	(	)内 は、比率 (%)を示す。
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イ	 桂川・ 相模川流域シンポジウム

流域の環境保全を図るため、交流 と連携の序章 となる流域 シンポ ジウムを開催 し、今後

の取 り組みの糸口を討議 した。

(ア )開催 日時

平成 8年 3月 16日 (土 )13:00～ 15:30

山梨県大月市民会館

(イ )参 加 者

650名 (山梨県 250名 、神奈川県 400名 )

(ウ )主な内容

両県知事か らあいさつの後、基調講演 (演者 :大山のぶ代さん)、
パネルディスカ シ

ョン (5名 のパネリス トによる意見発表、討議)な どが行われた。

今後の環境保全の取組み方について、①民間主導②行政主導③パー トナーとして行

政 と民間が協調の 3つ を挙げ、会場の参加者から挙手で選んで もらったところ、「パ ー

トナーとして行政 と民間が協調」が 9割以上の賛成 となり、今後、行政 と民間が一体

となって取 り組んでいくことを確認 した。

ウ	 桂川・相模川夢づくり大賞の募集

桂川・ 相模川流域の環境の保全について住民か ら様々な夢や提言 について募 る『桂川・

相模川夢づ くり大賞』を募集 した。

(ア )募集期間

平成 8年 3月 16日 ～ 9月 30日 まで

(イ )募集内容

桂川・ 相模川流域を守 り、はぐくみ、親 しみやす くす るため、21世 紀へ と夢をつな

ぐアイデアを県民か ら募集 した。
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工	 流域環境基礎調査

流域全体の環境を把握するため、源流から河口までの水質の状況、自然環境の状況等に

ついて取りまとめ、流域の環境保全のための行動指針策定の基礎資料を収集 した。

(委託先に、学識者 5名、両県課長等で構成する検討委員会を設置 し、取りまとめた。)

(ア )桂川・ 相模川流域データ

項 目 流 域 山	 梨 (桂川) 神奈川 (相模川)

河 		 川		 延 		 長

(建 設 省 等 資 料 )

113.4	km

(一級河川)

52.8km(47%) 60.6km(53%)

流 域 面 積

(建 設 省 等 資 料 )

1,690	k」 1,000k`

(59%)

690k`

(41%)

流 域 人 □

1,262,299人 194,557人

(15%)

1,067,742人

(85%)

下水道普及率 (平成 7年度

末現在)(両県資料)

H.4% 643%

土 地 利 用

(両 県資料)

田 4,030(2.4%) 1,680	(	1,79イ ) 2,350(3.4%)

畑 6,630(3.9%) 970 (1.0%) 5,660	(	8.29イ )

森	 林 lH,580(66.0%) 80,240	(80.19イ ) 31,340	(45.49イ )

工業 0住宅用 16,290(9.6%) 2,950(3.0%) 13,340(19.3%)

そ	 の	 他 30,470(18.0%) 14,160(14.2%) 16,310	(23.6%)

合 	 計 169,000	ha 100,000 69,000	ha

水 利 用 の 状 況

(両 県資料)

水道用水、工業用水

農業用水、水産用水

発電用水

水道用水、農業用水、

水産用水、発電用水

水道用水、工業用水、

農業用水、水産用水、

発電用水 (神 奈川県

の水道使用量の 6割

を相模川水系でまか

なっている。)

産 業 の 状 況

事業所数 (事 業所統計)

工 場 数 (工 業 統 計)

商 店 数 (商 業 統 計)

農 家 数 (農業センサス)

79,232

3,979

6,727

17,352

13,965

123

3,233

6,727

65,267

3,856

3,494

10,625

観 光 客 数

(平 成 6年度両県 資料 )

宿泊客 	3,223千 人

日帰客	32,711千 人

宿泊客	2,692千人

日帰客	12,906千 人

宿 泊 客 	531千 人

日帰客 19,805千 人
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(2)平 成 8年度 事 業 の実施状 況

ア	 桂り||・ 相模川クリーンキャンペーン'96

桂川・ 相模川流域 の ごみや水質の状況 を知 って もらうため、 ク リー ンキ ャンペー ン、

河川水質調査、河川水生生物調査を流域住民の参加により実施 した。

(ア )キ ャプテン養成講座の開催

クリーンキャンペーン及び河川水質調査等の指導者となるキャプテ ンを養成す るた

めの講座を開催 した。

山 梨 県 :9月 24日 、25日 (2回実施)

参加者	 延べ 35人

神奈川県 :6月 15日 、 6月 29日 、 7月 6日 、 9月 7日 、 9月 21日 (5回 実施)

参加者	 延べ 167人

(イ )ク リーンキャンペーン及び河川水質調査等の実施

a	 実施期間

山 梨 県 :平成 8年 9月 か ら11月

神奈川県 :平成 8年 8月 か ら12月

b	 実施会場

95会場 (内訳 :山梨県=14	神奈川県 =81)

C	 参加人員

12,391人 (内訳 :山梨県 =2,666人 	 神奈川県 =9,725人 )

定 点 会 場 定 点 会 場 以 外 計

会 場 数 参加人員 会 場 数 参加人員 会 場 数 参加人員

山 梨 県 2,451 4 2,666

神奈川県 2,580 68 7,145 81 9,725

計 5,031 7,360
Ｏ
υ 12,391
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a	 ごみの種類別結果

種 類 両 県 (%) 山 梨 県 (%) 神奈川県 (%)

タバ コの フ ィル タ ー 9,596(19.3%)① 2,749(13.7%)② 6,847(23.0%)①

飲 料 缶 7,660(15.4%)② 3,972(19.8%)① 3,688(12.4%)②

食 品 ・ 菓 子 の 袋 3,964(80%)③ 2,406(12.0%)③ 1,558(52%)⑤

紙 片 2,901(5.8%)④ 814(4.1%)⑥ 2,087(70%)③

X-2."-. =yf =A*. 2,889(5.8%)⑤ 1,191(5.9%)⑤ 1,698(5.7%)④

ガラス・ 陶器の破片 1,923(3.9%)⑥ 519(2.6%)③ 1,404(4.7%)⑦

花 火 1,852(3.7%)⑦ 334(1.7%) 1,518(5.1%)⑥

発泡スチロールの破片 1,695(3.4%)③ 1,233(6.1%)④ 462(1.6%)

プラスチ ックの破片 1,571(32%)⑨ 351(1.7%)⑩ 1,220(4.1%)③

ビ	 ン (飲 料 用 ) 1,022(21%)⑩ 626(3.1%)⑦ 396(1.3%)

参 考 (総 数 ) 49,803 20,073 29,730

(ウ )ご みの分類調査結果

クリーンエイ ド方式 (ご みを種類や材質別に分類 しなが らごみ拾 いを行 う方式)に

よる調査結果は、次のとおりであった。

注 1	0数 字 は、ワース ト順位を示す。

注 2(	)内 は、比率 (%)を示す。

b	 ごみの材質別結果

材 質 両 県 (%) 山 梨 県 (%) 神奈川県 (%)

プラスチック・ ビニール 22,846(45,9%) 8,775(43.7%) 14,071(47.3%)

金 属 11,663(23.4%) 4,962(24.7%) 6,701(22.5%)

紙 4,974(10.09イ ) 1,685(8.4%) 3,289(11.1%)

ガ ラ ス ・ 陶 器 3,296(	6.696) 1,336(6.7%) 1,960(6.6%)

発 泡 ス チ ロ ー ル 2,967(	6.09イ ) 2,226(11.3%) 701(2.4%)

複
A

素 材 1,930(	3.996) 386(1.9%) 1,544(5.2%)

そ の 他 2,127(	4.39`) 663(	3.39イ ) 1,464(4.9%)

注	(	)内 は、比率 (%)を示す。
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イ	 パー トナーシップ事業

(ア )上流域 (山梨県)での実施状況

a	 実施 日

平成 8年 8月 30日 (金 )

b	 場	 所

(a)下草刈 り及び交流集会

山梨県大月市笹子地内の県有林及び東京電力東山梨変電所広場等

(b)源流探訪

忍野八海 (山 梨県忍野村)

C	 参加者

248名 (山 梨県 63名、神奈川県 185名 )

(イ )下流域 (神奈川県)で の実施状況

a	 実施 日

平成 8年10月 19日 (土 )

b	 場	 所

(a)河日干潟 自然観察会

平塚市須賀	 相模川河口

(b)流域住民の交流会

茅 ケ崎市菱沼海岸

C	 参加者

181名 (山 梨県 81名、神奈川県 99名、国 1名 )

ウ	 桂川・相模川流域シンポジウム

「上下流からの発信」をテーマに、流域環境を保全する上での課題などについて討議する

シンポジウムを開催 した。

(ア )開催日時等

平成 8年11月 23日 (土 )13:30～ 16:00

富士五湖文化センター

(イ )参加者

600名 (山 梨県 200、 神奈川県400名 )

(ウ )主な内容

基調報告、パネルディスカッション、フロアー討議などを行い、流域の課題につい

て討議を行うとともに、「桂川・相模川夢づくり大賞」の表彰式を併せて行った。
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工	 桂川・相模川夢づくり大賞審査結果

(ア )応募状況

平成 8年 3月 から平成 8年 9月 までに、両県に、 386件 の応募があった。

<桂川 。相模川夢づくり大賞応募状況>

神奈川県 山梨県 合	 計

小中学生の部 155 140 295

一 般 の 部
●
乙

ａ
υ

ｎ
υ

０
４

ｎ
υ

合	 計 217 169 386

(イ )優秀作品の選定

応募作品について、次のとおり、優秀作品を選定 した。

一般の部				 最優秀賞 1名		 優秀賞 3名		 佳作 5名

小中学生の部		 最優秀賞 1名		 優秀賞 3名		 佳作 5名

(ウ )審査基準

以下の項目について、各 5点満点で評価を行った。

環境基本法に基づく環境基本計画の長期的な目標である循環、共生、参加、国際的

取組のいずれかの項目の趣旨に沿い、

①桂川・ 相模川を守 り、はぐくみ、親 しみやすくするための内容となっているか。

②21世紀に夢をつなぐ内容になっているか。

(工 )審査結果

両県において、合計 386件の応募があったが、この応募作品のすべてを一度に審

査するのは困難であり、予備審査、本審査の2段階の審査を行った。

a	 予備審査

(a)予備審査委員 (5名 )

・ 山梨県環境局環境総務課課長補佐		 山本幹雄

・神奈川県環境部水質保全課課長代理	 野口基一

・市民ネットヮーキング・相模川	 代表世話人	 小池	 秀司

・桂川・相模川流域ネットヮーク代表	 長谷川	 朝恵

・桂川をきれいにする会	 篠田	 授樹

(b)審査時期	10月 11日 (金)13時～15時

(C)審査場所	 東京都内

(d)出席者		 予備審査委員 5名

(e)審査結果

一般の部	16作品 (山梨 5作品、神奈川11作品)、 小中学生の部	23作 品 (山 梨

9作品、神奈川14作品)を選定 した。
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b	 本審査

(a)審査委員 (9名 )

進士	 五十八		 東京農業大学農学部教授

相沢	 貴子			 国立公衆衛生院水道工学部水質管理室長

北村	 真一			 山梨大学工学部助教授

田中	 収				 大月短期大学地球科学研究室教授

浜口	 哲一			 平塚市博物館主任学芸員

田中	 克彦			 神奈川県環境部水質保全課長

保阪	 幸彦			 山梨県環境局環境総務課長

一方井誠治			 環境庁企画調整局環境計画課長

谷本	 光司			 建設省関東地方建設局京浜工事事務所長

(b)審査時期	10月 18日 (金)16時～17時 40分

(C)審査場所	 東京都内

(d)審査結果

予備審査 した39作品について、次のとおり、優秀作品を選定 した。

○一般の部				 最優秀賞 1名		 優秀賞 3名		 佳作 5名

〇小中学生の部		 最優秀賞 1名		 優秀賞 3名		 佳作 5名

(6)表彰、発表

優秀作品は、11月 23日 に山梨県富士吉田市 において開催 した流域 シンポジウムで、

表彰 した。

表彰状は、山梨、神奈川両県知事の連名のもので、山梨県天野知事、神奈川県飯 田

副知事か ら各受賞者に授与 した。

なお、最優秀賞に選ばれた 2作品については、地元新聞紙面への掲載を行 った。
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桂川・相模川夢づくり大賞入賞者一覧

1	-般の部

○	 最優秀賞

「桂相エコプロム (仮称、K	E	I	S	O	U	ecological	promenade)を つくろう」

天内	 康夫			 神奈川県横浜市

○	 優秀賞

「山神水源林学校の開設と役割」

岡部	 晋一			 神奈川県横浜市

「私の友達桂川の歌を歌おう」

小林	 真理子		 山梨県都留市

「相模川夢づくり」

原		 清高			 山梨県富士吉田市

○	 佳作

「相模川に豊かな自然を取り戻すには」

朝倉	 昇				 神奈川県横浜市

「自分の場所であるために・・・」

岡		 俊一			 神奈川県川崎市

「夢づくり」

岡本	 由美子		 神奈川県大和市

「桂川・ 相模川の流域の夢	 ―一つの流れの中で一」

勝俣	 源一			 山梨県富士吉田市

「みんなで組 もう 1	 桂川・相模川流域の環境スクラムを !」

長崎	 鉄美			 神奈川県横浜市

2	 小中学生の部

○	 最優秀賞

「私達の相模川」

菅原	 一乃			 厚木市立林中学校				3年
○	 優秀賞

「ゴミの投げ捨てをなくすためには」

沢田	 亮太			 山中湖村立山中湖中学校	2年
「私達のきれいな川に」

堀内	 綾子			 富士吉田市立吉田中学校	2年
「相模川のかんきょう」

矢田	 朋未			 藤野町立吉野小学校			4年
○	 佳作

「り||や 山をきれいにするには」

柏木	 翔				 厚木市立三田小学校			6年
「夢づくり大賞」

田中	 久瑠美		 厚木市立毛利台小学校		5年
「会議に参加 しませんか」

鶴岡	 知恵			 山中湖村立山中湖中学校	2年
「川の体調を地域の人に知らせよう」

藤野	 典俊			 厚木市立林中学校				1年
「桂川・ 相模川のためにできること」

松本	 孝				 厚木市立三田小学校			6年
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桂川・相模川夢づくり大賞最優秀作品 	[一般の部]

「桂相エコプロム」(仮称、K	E	I	S	O	U	ecological	promenade)を つくろう

神奈川県横浜市	 天	 内	 康	 夫

私は、 21世紀 に贈る環境財産 として、桂川 と相模川の河岸に沿 った「 プロムナー ド」の

建設を提案 します。

我が国には、東海 自然歩道をはじめ、よ く整備されたハイキングコースがた くさんあ り、

美 しい自然を存分 に楽 しむことができますが、あえて難点をいえば、 コースの多 くはどち ら

かといえば中級ハイカー向きであり、未就学児 とかお年寄 りと一緒ではやや負担が重い もの

です。

そこで、首都圏か ら至近のこの「桂川 =相模川」の流れに沿 って、だれで も手軽に利用で

きて四季折々の自然が楽 しめ、 しかも水の尊さや環境保全の大事さを知 らず知 らずに体得で

きる『環境学習教室』としての遊歩道をつ くったらいかがかと思 うのです。

山中湖か ら相模川河口までの 113kmの コースは、健脚者にはち ょうど、夏休みの一週間程

度で歩 き通せる距離でもあります。一 日に10km程度を子供づれで楽 しむサ ンデーハイカーで

も、うま くいけば一年間かけて歩 き通せるか もしれません。コースは原則 として、近 くに住

む人ならば土曜 日の午後か らで も出かけられるような、 4、 5	kmず つの利用 も可能な形 に設

計 します。いうまで もなくコースの安全には最大限の注意を払い危険な淵や滝 は、多少遠回

りでも迂回するのが適当で しょう。

コース途中の数 ケ所には、教育・展示のための施設を作 り、地球環境保全の大切 さについ

て学習・ 体験する場 とします。施設では毎年、テーマを決めて展示や、講座、講習などのイ

ベントを行います。

そ して、何よりも大 きな特色 として、この「桂相エコプロム」 の運営の大半 を、若者か ら

お年寄 りまでを含めた、有志によるボランティア活動 としたいのです。

その昔、大学で「 エコロジー」を専攻 しなが ら今 日まで、ささやかな知識や経験を何一つ

社会に役立てずにシルバーエージに至 った私が、まず率先 して応募 し、新 たに勉強を し直 し

て、地域の人々と一緒に自然を楽 しみ、考えるための「ボランティア道場」 にさせて もらえ

れば、と夢見ています。
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桂川・相模川夢づ くり大賞最優秀作品

「私達の相模川」

[小中学生の部]

厚木市立林中学校 3年	 菅	 原	 一	 乃

私の通 っている林中学校のす ぐそばに、相模川 は流れています。

最近、この辺 りの川は雑草や木や花が全て刈 り取 られ、土が整備 され、まわりはコンクリー

トで固められて しまいました。なぜ こんな事を したのか理由は分か りませんが、 きっとり||や

人間のことをお もってのことだと思います。けれど、私達には、 この ことは非常 にショック

で した。昔か ら慣れ親 しんできた風景が、自然が、ここだけはず っとこのままだろうと思 っ

てきた大好 きな草むらまでもが、人間の手が加え られて しまったのです。私達 のまわ りにあ

る少ない中の一つの「自然」なのに、それがな くなって しまうとは、 す ごく淋 しいことで し

た。

人間はいつで も、昔のままの自然を求めています。何にも手が加 え られていない美 しい自

然を。けれど、人間がよりよく暮 らすためには、それをこわさなければならない場合があ り

ます。例えばそれは、ダムの建設などです。これをする時は、いつ も住民たちにいろいろな

理由で反対されます。確かに、ダムは生活にな くてはならないものです。な くては、 日で り

が続いた時など、大変なことになって しまいます。だけど、今の今 までずっと愛 しつづけ慣

れ親 しんできた川の風景が、急にコンクリー トで固められて しまうなんて、 とて もむ ごい事

だと思います。それに、ダムなどがで きて しまうと、気軽 に川遊びに も行けな くなって しま

います。そうなると、なんだか工業的なにおいが します。

で も、川はそうであってはいけないと思います。水は命の源。いつで も動物 たちと直結 し

た関係でなければいけないのです。

だか ら、私 は相模川にこう提案 したいのです。 ダムなどの、人間 に必要なものはもちろん

あるけれど、で もその中に自然をできるだけ残 したりして、魚などが住みやす くしてほ しい

です。例えば、回遊魚たちがもっと自由に行 き来できるような工夫や、 きれいな水を好む魚

たちが住みやすい環境の工夫などです。

あとは、見た目をもっとよくして もらいたいです。自然 ととけこんでいるダムなど、すて

きだと思います。

そうなった ら、人間が作 りだ したダムなどと、自然 との関係がよくなっていくと思います。

ぜひ 21世紀にむけて、ダムと自然 との共存を考えていってほしいです。

―-	20	-―



オ	 市民ネットワークづくり

流域で活動する団体会員、市民等の参加により、流域の課題について討議 し、「 アジェ ン

ダ21桂川・ 相模川 (仮称)」 策定の一端を担 うとともに、各団体、市民間の交流 と連携強化

を図ることを目的として開催 した。

(ア )団体交流会

山 梨 県 :平成 8年 11月 10日 (日 )参 加者 50人

神奈川県 :平成 8年11月 9日 (土)参 加者 30人

(イ )「アジェンダ21桂川・ 相模川市民会議」

a	 開催時期

平成 9年 2月 22日 (土 )13:30～ 23日 (日 )12:30

b	 場	 所

相模湖 トリム研修セ ンター	<津 久井郡藤野町名倉2310>

C	 参加者

両県住民、市民団体及び行政職員等約 150人

d	 内	 容

次の 6テ ーマによる分科会を開催 し、流域の課題や環境保全のための具体的な行

動などについて討議 した。

①森づ くりを考える

②生 き物 との共生を考える

③水質を考える

④ ごみを考える

⑤公共工事のあり方について考える

⑥市民参加ネットワークを考える

力	 桂川・ 相模川流域住民等意識調査

流域環境保全行動の指針 として平成 9年度に策定を予定 している「 アジェンダ21桂川・

相模川 (仮称)」 策定の基礎資料 とするため、桂川・ 相模川の流域に居住する住民及び流域

で活動する団体会員などの意識調査を行 った。

(ア )調査時期

平成 8年10月 中

(イ )調査実施状況

a	 調査対象者

平成 8年 8月 1日 現在、桂川・ 相模川流域に居住する20歳以上の男女

b	 調査方法

調査票を郵送により配布 し、回収 した。
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調査項目

①回答者の属性

②利用頻度等について

③流域における環境上の問題点について

④望ましい流域像について

⑤環境保全対策等について

⑥流域における上下流連携について

⑦環境保全のための各主体の行動について

③環境保全活動への参加状況について

d	 調査対象地域

山 梨 県 域 (桂 川 流 域 ) 神 奈 川 県 域 (相 模 川 流 域 )

対 象 地 区 標 本 数 対 象 地 区 標 	 本 	 数

足 和 田 村

河 	 口	 湖 	 町

勝 山 村

富 士 吉 田 市

忍 野 村

山 中 湖 村

西 		 桂 		 町

都 		 留 		 市

大 		 月		 市

上 野 原 町

道 士
心
　
山

村

秋 村

8

91

12

281

40

28

24

172

179

142

11

12

藤 野 町

相 模 湖 町

津 久 井 町

城 		 山		 町

愛 		 川		 町

相 模 原 市

清 		 川		 村

座 		 間		 市

厚 		 木 		 市

海 老 名 市

寒 		 川		 町

平 		 塚 		 市

茅 	 ケ	 崎	 市

40

45

100

50

120

822

20

331

566

270

130

200

350

12市 町 村 1,000 13市 町 村 3,044

合
一
・ロ 4,044

e	 回収状況

配 布 数 有 効 回 収 数 有効回収数 (%)

山 梨 県 1,000
α
υ 46.2

神 	 奈	 川	 県 3,044 1,147
０
０

明不

計 4,044 1,639 40.5
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f	 主な調査結果

(a)桂川・ 相模川流域の環境上の問題点 について

問題点の有無

全体では、 6割以上の人が、流域の環境上なんらかの問題があるとしている。

性別では、問題な しは男女とも少ないが、問題あ りは男性の方が高い値を示す。

年齢では、69歳以下では全体とほぼ同様であるが、70歳以上では問題あ りが減少 し

ている。

居住地別では、山梨県の方が保全されていないと思っている人が多い。

<単純集計>

回答者全体の環境上の問題点の有無については、「保全されていないので、改善すべ

き問題点がある」(26.4%)、「概ね保全されているが、一部に改善すべき問題点がある」

(36.7%)を 合計 した、問題があるという意見は全体の 6割以上 (63.1%)を 占め、反

対 に、「保全 されているので問題はない」(2.7%)は ごく少数に過 ぎない。

1.保全されていないので、改善すべき問題点がある。				4.わ からない

2.概ね保全されているが、一部に改善すべき問題がある。		5。 その他

3.保全されているので問題はない													6.無 回答

流 域 環 境 上 の 問 題 意識
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(b)桂川・ 相模川流域の環境保全活動への参加状況について

環境保全活動参加状況

<単純集計>

回答者全体の、環境保全活動への実際の参加状況 は、約 7割 の人が「活動 は してい

ない」としている。 しか し、あまリポイントは高 くないが、「河川敷の清掃活動 に参加

している」とした人が17.3%、「生活排水対策 (洗剤の適正使用、合併処理浄化槽の設

置)の推進活動を行 っている」が13.1%あ り、確実 に活動が行 われている実態 も見 る

ことができる。

80(イ
)

全体では、約 7割の人が環境保全活動を行 っていないとしてお り、低い水準 にとど

まっている。なお、主な活動内容としては、河川敷清掃への参加、生活排水対策の

推進などの身近な活動があげられる。

高年齢層や利用する人の方が、より活動に積極的となっている傾向が見られる。

1.河川敷の清掃活動に参加 している。

2.生活排水対策 (洗剤の適正使用、合併処理

浄化槽の設置)の推進活動を行 っている。

3.動物を保護 したり、調査する活動を行 って

いる。

環境保全活動別割合

4.植物を保護 した り、調査する活動を行 って

いる。

5.森林を守る活動を行っている。

6.活動はしていない。

7.そ の他・ 無回答
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(C)桂川・ 相模川の望ましい流域像について

全体では、水のきれいな川で、かつ利用できる川を望む人が多 く、風景や安全性を

重視する意見は少ない。

年齢別では、水のきれいな川を中心としなが らも、20歳代では釣 り、30歳代では憩

いの場、70歳代以上では水遊びの川を求めている。

性別、居住地別、居住歴別では、いずれも全体 とほぼ同 じ傾向を示 している。

<単純集計>

回答者全体の、どのような川であってほしいかという望ましい流域像 としては、「清

らかな流れの川 (水質)」 (56.1%)が もっとも多 く、次いで「水に入 って遊ぶ ことがで

きるり||」 (41.9%)、「魚釣 りのできる川」(31.3%)、「憩 いの場 としての川」 (30.0%)、

「良質で豊富な水道水の水源 となっている川」 (25.8%)、 「運動広場 などがた くさんあ

るり||」 (19.8%)と なっている。以上の結果より、水のきれいな川でかつ、利用で きる

川を求めていることが窺える。これに対 し、「 自然が美 しいきれいな川 (風景)」 (7.0%)、

「洪水などか ら安全が確保されている川」(0.9%)に対する支持は少ない。

80(イ )

1.清 らかな流れの川 (水質)

2.自 然が美 しいきれいな川 (風景)

3.運動広場などがたくさんある川

4.魚釣りのできるあ川

5.憩いの場としての川

望 ま

6.水に入って遊ぶことができる川

7.良質で豊富な水道水の水源となっている川

8.洪水などから安全が確保されている川

9.わか らない

10。 その他・ 無回答

し い 流 域 像
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「桂川・相模川アジェンダ21市民会議」新聞掲載記事

神奈川新聞 (平成9年 2月 23日 )

「桂
川

・
相
模
川
ア
ジ
ェ
ン
ダ
２‐
市
民
会
議
」

（神
奈
川

・
山
梨
両
県
主

催
）
が
二
十
二
日
、
藤
野
町
名
倉
の
相
模
湖
ト
リ
ム
研
修
セ
ン
タ
ー
で
、
二

日
間
の
日
程
で
始
ま

っ
た
。
両
県
民
約
百
人
が
参
加
、
水
質
改
善
な
ど
流
域

の
抱
え
る
課
題
に
つ
い
て
、
意
見
を
出
し
合

っ
た
。

こ
の
会
議
は
、
前
年
度
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
に
は
環
境
団
体
の
メ
ン
パ
ー
ら

ス
タ
ー
ト
し
た
桂
川

・
相
模
川

流
域
選
爾
鴛
贅
霊
嵯
重
事
業
の

一

環
。

一
九
九
二
年
の

「環
境
と

開
発
に
関
す
る
国
連
会
議
」
で

策
定
さ
れ
た
行
動
計
画

「
ア
ジ

エ
ン
ダ
２‐
」
が
今
年
見
直
し
を

迎
え
る
。
そ
こ
で
、
両
県
が
地

域
版
の
行
動
計
画
を
策
定
す
る

に
際
し
、
広
く
市
民
の
声
を

聞
く
目
的
で
初
め
て
開
催
し

た
。田

中
克
彦

・
県
丞
質
保
全
課

長
の
あ
い
さ
つ
に
続
い
て
、
ク

リ
ー
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど
同

事
業
の
概
要
が
説
明
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
参
加
者
た
ち
は

「森

づ
く
り
を
考
え
る
」

「生
き
物

と
の
共
生
を
考
え
る
」

「公
共

事
業
の
あ
り
方
を
考
え
る
」
な

ど
、
六
つ
の
分
科
会
に
分
か
れ

意
見
を
述
べ
た
。

「水
質
を
考
え
る
」
分
科
会

三
十
人
が
参
加
．
山
梨
県
上
野

原
町
の
男
性
は

「釣
り
を
通
じ

水
の
汚
れ
に
関
心
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
。
水
質
分
析
デ
ー
タ

を
見
る
限
り
悪
化
は
し
て
い
な

い
が
、
流
域
を
歩
く
と
ひ
ど
い

汚
れ
よ
う
だ
。
こ
の
差
は
な
ん

だ
と
素
朴
に
疑
間
を
持
つ
」
と

話
し
た
。

ま
た
、
漁
業
関
係
者
は

「水

の
汚
れ
で
大
変
迷
惑
し
て
い

る
。
放
流
し
た
ア
ユ
の
え
さ
が

な
い
。
書
は
川
に
汚
水
を
流
さ

な
か
っ
た
が
、
上
水
道
が
完
備

す
る
な
ど
生
活
が
向
上
し
、
住

民
の
意
識
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
」
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
市

民
団
体
の
代
表
は

「将
来
、
子

具
体
的
な
意
見
が
交
換
さ

れ
た

「水
質
を
考
え
る
」

分
科
会
　
＝
藤
野
町
名
倉

供
た
ち
が
再
び
川
で
遊
べ
る
よ

う
に
し
た
い
」
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
訴
え
が
続
い
た
。

「ご
み
を
考
え
る
」
分
科
会

で
も
活
発
な
意
見
が
交
わ
さ
れ

た
。
城
山
町
の
女
性
は

「廃
材

な
ど
の
不
法
投
薬
が
ひ
と
い
。

行
政
に
連
絡
し
て
も

『管
轄
外

だ
』
な
ど
対
応
が
悪
い
。
縦
割

り
行
政
の
弊
書
が
出
て
い
る
」

と
指
摘
。

県
職
員
は

「業
者
や
地
権
者

に
注
意
し
て
も
な
か
な
か
撤
去

し
な
い
場
合
が
あ
る
。
取
り
締

ま
る
に
も
写
真
を
撮
る
な
ど
証

拠
集
め
に
時
間
が
か
か
っ
て
し

ま
う
」
な
ど
、
こ
み
対
策
の
難

し
さ
を
訴
え
た
。

同
会
議
は
二
十
三
日
、
引
き

続
き
分
科
会
報
告
や
全
体
討
議

な
ど
が
行
わ
れ
る
。
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キ	 桂川・相模川流域環境行政連絡会議の設置

桂川・相模川流域環境保全行動推進事業を円滑、かつ効率的に進めるため、流域に関連

する行政機関 (国、流域25市町村、関係県機関)で構成する流域環境行政連絡会議を平成

9年 1月 31日 に設置した。

一一―一 一―一一 桂川・ 相模川流域環境行政連絡会議設置及び運営要綱 ―――――――― ―

(設	 置)

第 1条	 相模川上流部の山梨県 と下流部の神奈川県が共同 して取 り組んでいる桂川・ 相

模川流域環境保全行動推進事業 (以下「共同事業」 とい う。)を 円滑 に推進 し、流域

の市町村 と両県等 とが共同 して流域の環境を保全、創造するため、桂川・ 相模川流域

環境行政連絡会議 (以下「流域環境行政連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第 2条	 流域環境行政連絡会議 は、次の事項について協議、調整を行 う。

(1)「アジェンダ21桂川・ 相模川 (仮称)」 の策定に向けての協議、検討

(2)「流域協議会 (仮称)」 の設置に向けての検討、調整

(3)「流域サ ミット (仮称)」 の開催に向けての準備、検討、調整

(4)そ の他桂川・ 相模川流域環境保全行動の推進に関すること

(構	 成)

第 3条	 流域環境行政連絡会議は、別表に掲げる者をもって構成する。

2	 流域環境行政連絡会議に顧問 (オ ブザーバー)を 置 くことができる。

(役	 員)

第 4条	 流域環境行政連絡会議に、次の役員を置 く。

(1)会 	 長 	1名

(2)副会長 	1名

2	 役員は、市町村の構成員か ら互選する。

(職	 務)

第 5条	 会長 は、流域環境行政連絡会議を代表 し、その会議を総理する。

2	 副会長は、会長を補佐 し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(会	 議)

第 6条	 流域環境行政連絡会議の会議は、会長が招集 し、その議長 となる。

2	 会長は、会議に必要があると認める者を出席 させ、その意見を聞 くことができる。

(部	 会)

第 7条	 流域環境行政連絡会議に山梨県部会及び神奈川県部会を置 く。

(1)山梨県部会は、別表の 1に掲げる者をもって構成するb

(2)神奈川県部会は、別表の 2に掲げる者をもって構成する。

2	 部会に、部会長を置 く。

3	 部会長は、それぞれの部会の市町村の構成員か ら互選する。
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(庶	 務)

第 8条	 流域環境行政連絡会議の庶務は、会長が所属する県の共同事業担当課 において

処理する。

(解	 散)

第 9条	 流域環境行政連絡会議は、「流域協議会 (仮称)」 設置をもって解散する。

(委任規定)

第10条 	 この要綱に定めるもののほか、流域環境行政連絡会議の運営 に関 し必要 な事項

は、会長が定める。

附	 則

1	 この要綱は、平成 9年 1月 31日 か ら施行す る。

丹ll		 ヲ更

1山 梨 県

所 属 職 名

市

町

村

富 士 吉 田 市 社 会 部 境 課環 保 全 長

都 留 市 健 課保 環 境 長

大 月 市 環 長境 課

秋 己J 村 環 長境 課

道
士

村 境 課環 保 健 長

西 桂 町 住 長民 課

忍 野 村 祉 課福 保 健 長

山 村中 湖 祉 課福 健 康 長

河		 口		 湖		 町 健 課保 福 祉 長

勝 山 村 住 長民 課

足 村
手
Ｔ 田 住 長民 課

上 町野 原 健 課保 環 境 長

県

環 境 局 境 課環 総 務 長

環 境 局 境 課環 保 全 長

環 境 局 境 課環 整 備 長

土 木 部 河 長課

南都留地方振興事務所 域 課地 振 興 長

北都留地方振興事務所 域 課地 振 興 長

吉 田 保 健 所 境 課環 管 長理

大 月 保 健 所 衛 長境生 環 課
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2	 神奈川県

所 属 職 名

市

町

村

平 塚 市 環 境 部 環 境 保 全 課 長

茅 ケ 崎 市 環 境 部 環 境 保 全 課 長

相 模 原 市 環 境 保 全 部 環 境 対 策 課 長

厚 木 市 環 境 部 環 境 総 務 課 長

海 老 名 市 生 活 環 境 部 環 境 保 全 課 長

座 間 市 環 境 経 済 部 環 境 対 策 課 長

寒 川 町 環 境 経 済 部 町 民 生 活 課 長

愛 川 町 民 生 部 保 健 衛 生 課 長

清 村 住 民 課 長

城 山 町 民 生 環 境 部 環 境 防 災 課 長

津 久 井 町 環 境 福 祉 部 環 境 防 災 課 長

相 模 湖 町 福 祉 環 境 部 環 境 防 災 課 長

藤 野 町 環 境 防 災 課 長

県

環 境 部 環 境 総 務 室 長

環 境 部 水 質 保 全 課 長

環 境 部 環 境 整 備 課 長

土 木 部 河 港 課 長

都 市 部
な

プ

さ́

　

ラ

さ

ン

・　

推

相

進

模		 川

室		 長

県央地区行政 セ ンター 環 境 部 長

湘南地区行政 セ ンター 環 境 部 長

津久井地区行政センター 環 境 部 長

3	 顧問 (オ ブザーバー)

環 境 庁 水 質 保 全 局 水 質 管 理 課

建 設 省 関 東 地 方 建 設 局 京 浜 工 事 事 務 所

建 設 省 宮 ケ 瀬 ダ ム エ 事 事 務 所
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ク	 流域環境基礎調査<環境保全目標、対策手法>

流域環境保全行動の指針として平成 9年度に策定を予定している「アジェンダ21桂川・

相模川 (仮称)」 策定の基礎資料とするため、平成7年度に行った調査の結果を踏まえ、流

域環境保全に向けた目標、対策等について調査を行った。

<調査内容>
①課題ごとのブロック化

②ブロック別の課題の整理・検討

③具体的な目標・対策の検討

④対策の実施手法の検討

⑤各主体の行動指針の検討

⑥流域内の市民活動実態調査等

ケ	桂川・相模川流域サミットの開催

(ア )開催趣旨

桂川・相模川の流域環境を保全するため、上流部の山梨県と下流部の神奈川県は、

平成 7年度から共同した取組みを進めている。

流域の環境保全を実効あるものとするためには、流域の環境保全について両県 と流

域の市町村が共通の認識を持つとともに、流域の環境保全を長期的に進めていくため

の行動指針の策定等についての合意を得るために開催 した。

(イ )開催日時及び場所

平成 9年 3月 26日 (水)15時から17時 まで

(財)相模原市都市整備公社	 けやき会館	5階「大樹の間」

(ウ )テ ー マ

県域を越えて取 り組む桂川・相模川の流域環境保全について

(工 )協議事項

a	 桂川・相模川流域の課題と流域の行政が一体となった取組みを進めることについ

て

b	 流域の行動指針について

(オ )出席者

桂川・ 相模川流域25市町村、山梨県、神奈川県の首長等
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第2回桂川 。相模川流域 シンポジウム
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「桂川。相模川夢づくり大賞」入賞者記念撮影	平成8年 11月 23日 (於 富士吉田市)

市民ネットワークづくり「アジェンタ21桂川 。相模川市民会議」



導 ヘ

桂川・相模川クリーンキャンペーン	'96

パー トナーシップ事業

(森林の下草刈り)

パー トナーシップ事業

(河口干潟自然観察会)

桂川・相模川クリーンキャンペーン	'96

パー トナーシップ事業

(森林の下草刈り)

パー トナーシップ事業

(河口干潟自然観察会)



(3)平成 9年度事業の概要

ア	 桂川・相模川クリーンキャンペーン'97

桂川・相模川流域のごみや水質の状況を知ってもらうため、クリーンキャンペーン河川

水質調査、河川水生生物調査を引き続き実施する。

実施時期 :平成 9年 8～ 12月

イ	 パー トナーシップ事業

上下流地域の連携と交流を図るため、上流域地域での植林や森林の下草刈 りを行い、ま

た、下流域で自然観察会等を県民参加により開催 し、流域環境保全の重要性などについて

認識 してもらう。

実施時期 :平成 9年 5～ 8月

ウ	「桂川・相模川流域協議会 (仮称)」 の設置

流域環境保全対策等について協議 し、また、合意形成を図るため、住民 (団体)、 企業、

流域自治体で構成する組織を設置する。

工	「 アジェンダ21桂川・相模川 (仮称)」 の策定

長期的な流域環境保全を実践 していくため、過年度に実施 した流域環境基礎調査結果、

流域住民意識調査、桂川・ 相模川夢づくり大賞の提案結果等を基礎資料 とし、流域市民団

体、企業 (事業者)団体、流域関係行政機関等の各主体と協議、調整を行い、流域環境保

全のための行動指針を策定する。

オ	 桂川・相模川流域シンポジウム

「流域環境プログラムの発信」をテーマに、「アジェンダ21桂川・ 相模川 (仮称)」 の提

案を行い、今後、流域市民団体 (住民)、 企業 (事業者)団体、流域関係行政機関等の各主

体が共同して流域環境保全のための行動を展開していくことについての合意形成を行 うた

めのシンポジウムを開催する。

力	 桂川・相模川流域サミット

「アジェンダ21桂川・相模川 (仮称)」 策定と住民、企業、行政の各主体が協同 した取 り

組みを展開していくことについての合意を形成するため流域市町村長出席によるサ ミット

を開催する。
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参 考 資 料
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(1)山梨県・ 神奈川県水質保全連絡会議 規約

(名 称)

第 1条	 本連絡会議は、「山梨県・ 神奈川県水質保全連絡会議」(以 下「会議」 という。)

という。

(所掌事務)

第 2条	 会議は、桂川・ 相模川水系の水質保全を図るため、次の各号に掲げる事項について

検討する。

(1)	 水質保全のための課題の検討・調整に関すること。

(2)	 水質保全対策を総合的に進めるために必要な両県の協力関係に関すること。

(3)	 国への要望に関すること。

(4)	 その他水質保全に関し必要な事項に関すること。

(構成員)

第 3条	 会議は、山梨県と神奈川県の環境担当部局長、環境総務担当課長、水質保全担当課

長をもって構成する。

(会議)

第 4条	 会議は、持ち回りとし、必要に応じ開催する。

(経費)

第 5条	 会議の経費は、開催担当県が負担する。

附	 則

この規約は、平成 4年 11月 26日 から施行する。
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(2)桂 川・ 相 模 川 流域 環 境 保全 行動推 進 事 業 実行 委 員会規約

(目 	 的)

第 1条	 桂川・相模川流域環境保全行動推進事業 (以 下「共同事業」 という。)を実施す る

に当たり、共同事業を円滑に行 うため、桂川・ 相模川流域環境保全行動推進事業実行委員

会 (以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第 2条	 委員会は、共同事業の実施に当たっての企画、準備及び運営を行 う。

(構成及び職務)

第 3条	 委員会は、別表に掲げる委員をもって構成する。

2	 委員長は、委員の互選によって定める。

3	 委員長は、委員会を代表 し、その会務を統括する。

4	 監事は、山梨県環境局環境保全課長及び神奈川県環境部環境総務室長を もって充て る。

5	 監事は、委員会の会計を監査する。

(会	 議)

第 4条	 委員会の会議 は、委員長が招集 し、その議長 となる。

2	 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議 に参画 させ、発言

させることができる。

(庶	 務)

第 5条	 委員会の庶務 は、委員長が所属する室又は課において処理する。

(解	 散)

第 6条	 委員会は、共同事業の事務の終了をもって解散する。

(委任規定)

第 7条	 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関 し必要な事項は、委員長が定める。

附	 則

1	 この規約は、平成 7年11月 21日 から施行する。

附	 則

1	 この規約は、平成 8年 5月 1日 から施行する。

別	 表

山梨県環境局環境総務課長

山梨県環境局環境保全課長

山梨県環境局環境整備課長

山梨県土木部河川課長

神奈川県環境部環境総務室長

神奈川県環境部水質保全課長

神奈川県環境部環境整備課長

神奈川県土木部河港課長

神奈川県都市部なぎさ・ 相模川プラン推進室長
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(3)事業の実施経過

実 施 時 期 等名業事

H7.1.9

H7.8.7

H7.10

H7.10～

H7.	10.	27

H7.	11.	21

H7.	12.	16

H7.	12.	25

H8.		1.	29

H8.3.16

H8.		5.	29

H8.8～

H8.		8.	30

H8.10.11～

H8.	10.	19

H8.	10.	31

H8.	11.	9

H8.	11.	10

H8.11.23

H9

H9

H9

2.22-23

H9

3.	13

3.	26

山梨県・神奈川県水質保全連絡会議開催

山梨県・神奈川県水質保全連絡会議開催

平成 7年度 9月 補正予算案可決

桂川・相模川クリーンキャンペーン'95開始 <12月 まで>

山梨県・神奈川県水質保全連絡会議開催

桂川・相模川流域環境保全行動推進事業実行委員会設置

環境庁長官、山梨県知事、神奈川県知事 3者による鼎談

桂川 0相模川流域環境保全行動推進事業実行委員会開催

桂川・相模川流域環境保全行動推進事業実行委員会開催

第 1回「桂川・相模川流域シンポジウム」開催

桂川・相模川夢づくり大賞募集開始

桂川 0相模川流域環境保全行動推進事業実行委員会開催

桂り||・ 相模川クリーンキャンペーン'96開始 <12月 まで>

パートナーシップ事業 (森林の下草刈り :山梨県大月市)

桂川 0相模川流域住民意識調査実施

パートナーシップ事業 (河日干潟の自然観察会 :神奈川県平塚市他)

桂川・相模川流域環境保全行動推進事業実行委員会開催

市民ネットヮークづくり団体交流会開催 (神奈川県)

市民ネットヮークづくり団体交流会開催 (山梨県)

2回「桂川 0相模川流域シンポジウム」開催

桂川 0相模川夢づくり大賞表彰

桂川 0相模川流域環境保全行動推進事業実行委員会開催

桂川・相模川流域環境行政連絡会議設置 (第 1回開催)

市民ネットヮークづくり (両県合同)

一―「アジェンダ21桂川・相模川市民会議」一―

桂川・相模川流域環境行政連絡会議開催

桂川・相模川流域サミット開催
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流 域 の 概 要 図
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水質環境基準類型指定の状況等について
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水池川
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番 号 水 系 名 水 	 城 	 名 調 査 地 点 類 型 測 定 機 関

m
②

3

④

5

6

7

8

⑨

10
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12

13

14

15

⑩

⑭

⑬

⑩

20
相 模 川

相 	 模 	 川

富 	 士 	 見	 橋

大 	 月 	 橋

桂 	 川 	 橋

河

AA

山 梨 県

A

境 	 川 	 橋

曰	 連 	 大	 橋

湖 	 央 	 西 	 部

湖 	 央 	 東 	 部

相 模 湖 大 橋

沼	 本 	 ダ	 ム

道 	 志 	 橋

名 		 手		 橋

湖 	 央 	 部

小 		 倉 		 橋

昭 		 和 		 橋

相 	 模 	 大	 橋

寒 川 取水 堰 (上 )

神奈 川 県

馬 	 入 	 橋 C 建 設 省

宮 昭 	 和 	 橋 B

山 梨 県

柄 杓 流 川 柄 杓 流 川 流 末 A
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37

朝 	 日	 川 落 	 合 	 橋
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秋 	 山 	 川 秋 :!!り |1流 末
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両 	 国 	 橋

弁 		 天 	 橋

神 奈 川 県

鳩 馬 	 船 	 橋

中	 津 	 川 第 1鮎 津 橋

第	2	 鮎 741橋小 	 鮎 	 川

玉 相 川 水位 観 測所

永 	 池 	 川 本 り:1合 流 前

目 久 尻 川 河 	 原 	 稿

宮 	 の	 下	 橋イヽ 	 出 	 川

山 	 中	 湖 山 中 湖 湖 心 湖

　
　

沼

A 山 梨 県
河 	 口	 湖

河 口 湖 湖 心

河 口 湖 船 津
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公共用水域水質測定結果
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流域環境基礎調査まとめ

《視点》 《抽出された問題点・課題》 《目標の方向性》
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《対策の方向性》

○水資源の節約と有効利用

○水源涵養機能の保全・育成

○生活排水対策の推進

(下水道の整備、合併処理浄化槽等の普

及促進等)

○新たな化学物質による汚染対策

○親水機能の確保
t	~	.´

~ヤ	 ~̈'や―		・―,,																					t

○貴重な野生動植物の生育・生息地の保全

○生物多様性に配慮 した河川整備

(多 自然型工法、魚道の確保 )

○潜在植生に応 じた多様な樹種による植林

○環境資源に関する調査の継続

○河川敷の利用調整

○指標生物の設定による環境の把握
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■

ミ○住民参加による河川利用のルールづ くり

IR警望兜215里埜のネットワーク化
∫○各主体間の自由な意見交換の場の設定
○上下流交流の活性化

○流域内の水収支が明 らかでない。

○桂川・オ日模川は、流域全体にわたって負荷を受けてい

る。

○市街地を流れる支川で汚濁が進んでいるので、その水質
の改善と改善 目標を検討する必要がある。

○相模湖、津久井湖の富栄養化が進んでいる。
(アオコ等の発生)

○流域の汚濁負荷は、生活系によるものが過半を占めて
いるので、生活排水処理対策をさらに推進する必要が

ある。

○化学物質による地下水の汚染が発生 している。

○清 らかで豊かな流れを取 り

戻す。

○水収支のバランスを回復す

る。

○水 とのも、れあいを回復する。

○照葉樹林や二次林が減少 しつつあり、それぞれの環境
に適応 して生育する植物の種の数の維持を図る必要が

ある。

○現在生息 している野生動物の種の数の維持を図る必要
がある。

○生息状況等の生態が明らかでない動物について、現状

を把握する必要がある。

○貴重種・貴重群落の保護と、それらの種や群落が生息・

生育できる環境の保全を図る必要がある。

○生き物と共生・共存できる

環境づくり

○釣 りやバーベキュー、車の乗 り入れ等、河川利用に関す
る明確なルールがない。

○流域内の市民団体間の横のつなが りが十分に形成され

ていない。

○流域に関連する各主体の間での 自由な意見交換の場が

少ない。

○ 日常の生活の中で、流域を意識する機会が少ない。

○流域内の交流・連携を促進

する仕組みづ くり

○流域環境に配慮 した新 しい

ライフスタイルの創造

○流域 自治体首長等による協議組織の設立


